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道では、北方領土返還要求に係る道民世論の高揚を図るため、毎年１
月21日から２月20日までを「北方領土の日」特別啓発期間として、重点

概 要 的に返還要求運動を実施しています。上川総合振興局では、２月７日の
「北方領土の日」に合わせて、広報車による旭川市内での街頭啓発を実
施するほか、以下のとおり啓発活動を実施しています。

上川総合振興局の取組
１ 広報車による街頭啓発

２月７日の「北方領土の日」に合わせて、旭川市内で広報車による
街頭啓発を実施。

２ 冬の北方領土展の実施
２月７日から２月12日まで開催される第65回旭川冬まつりのイベン

トを通してパネル展示や啓発資材の配布、署名活動等を実施。
⑴ 主 催： 北方領土復帰期成同盟上川地方支部
⑵ 参加団体：① 北海道上川総合振興局

② 旭川市
③ 北方領土復帰期成同盟協力員会議
④ 千島歯舞諸島居住者連盟道北支部
⑤ 一般財団法人 旭川青年会議所

⑶ 実施日時： 令和６年（2024年）２月10日（土）13：00～16：00
⑷ 実施場所： 旭川冬まつり会場（旭川市石狩川旭橋河畔）
⑸ 実施内容：① 署名の呼びかけ（ＣＤ音源等）

② 啓発物品（ポケットティッシュ等）の配付
３ 啓発コーナーの設置【実施中】

上川合同庁舎１階大雪カムイミンタラホールに啓発コーナーを設置。
⑴ パネル展の開催

海と海獣類の写真の展示及び「北方領土の日」ポスターコンテス
ト応募作品

⑵ 署名コーナーの設置
⑶ ポスターの掲示
「北方領土の日」啓発ポスターを上川合同庁舎内に掲示。

４ ホームページによる広報【実施中】
上川総合振興局総務課のホームページにおいて、啓発コーナーの

設置等について広報。

参 考

報道(取材)に 北方領土問題への関心を一層高め、北方領土返還の機運醸成を図るため、積
当たってのお 極的な報道をお願いいたします。
願い

他 の ク ラ ブ 同時配付
と の 関 係 同時レク

担 当 北海道上川総合振興局総務課 総務課長 池田
（連絡先） 電話：0166－46－5124（直通）


